
 

 

 

  

 

 

 

 

 １月 22日（日）、岩泉町海洋センターを会場に台風 10号で 

大きな被害を受けた岩泉地区で復興支援無料市を開催しました。 

 雪が積もった悪天候にもかかわらず約 100人の参加者で盛況 

となりました。衣類や食器、日曜雑貨を陳列（写真右）し、参 

加者は思い思いに品定めし買い物袋に詰め込みます。また反射 

式ストーブ 10個と布団セット 10組の抽選会には 40人が参加 

し当たった方は大喜びで持って帰りました。そしてほぼ参加者 

全員（先着 100人）にコメ 5㌔と野菜セットが用意され、お 

帰りの際持って帰っ 

てもらいました。江刺市の農家のＫさんは江刺リンゴなど 

を持参してくださいました。遠い所有難うございました。 

 参加した被災者の方は「こんなに気を配って支援してく 

れるのは共産党さんだけだ、本当にありがたい」「沢水が凍 

って大変です。なんとかしてください」など切実な相談も

寄せられました。林崎町議らが親身に相談に乗りました。 

                   支援市の主催は党岩泉町支援センター。 

 支援市の終了後、スタッフと協力者の昼食会と交流会の 

席上、民商のＫさんが「いま共産党は野党共闘の前進、住民の苦難軽減のため、奮闘しています。ぜ

ひこの機会に党に入ってともにがんばりましょう」と訴え、これに応え 60代の方が入党しました。 

 当日は岩泉町内から 8人、うち党外の方が 5人の協力者と宮古地区内から 18人の 26人がスタッフ

として奮闘しました（写真上）。支援物資等のご支援・ご協力に感謝申し上げます。 

 1月 27日、「浜の一揆訴訟」の第 6回口頭弁論が 

盛岡地裁で開かれ、午後から「報告集会」が行われ 

漁民や支援団体から 40人が参加しました(写真右)。 

 報告集会では原告代理人の澤藤統一郎弁護士の子 

息の澤藤大河弁護士が復代理人弁護士として、裁判 

の経過と今後の裁判日程等について報告しました。 

 そして沿岸各地区から報告がありました。蔵徳平 

氏（洋野町種市）は「種市漁協では震災後,定置経営 

を辞めた。漁協は定置漁経営で赤字が続き町から補助 

を受けてきた。漁協組合員にも何も還元されず、組合員に増資を募るばかり」と漁協の現状を告発。 

 田野畑の漁民からは漁協経営の定置は赤字続きで、その穴埋めに漁船漁業者の水揚げ手数料を５％

から７％に値上げした」と述べ、他に山田や旧三陸町の３漁協からも同様な意見が続出しました。 

 サケ資源の公平配分と多くの漁民の営漁を守る為にも、蔵氏は「県漁連は『漁協ファースト』では

なく『漁民ファースト』の立場で考えるべき。県は公平に判断すべき」と述べました。 


